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●効果等 

 個人情報の取得が難しいといった事情もある中、高齢者世帯を中心とした効率的な戸

別訪問を実施することができた 

 

 

 

②「企業等と協力した広報活動」について 

広報に関する予算が限られる一方、広範な範囲にわたって広報が必要であるといった課題に

対応するため、様々な企業と連携した活動を行った。具体的には、チラシ等の作成においては、

主に地元の企業に協力を呼びかけ、協賛を頂いて、お祭りや街頭で配布するための団扇やティ

ッシュを作成した。また、配布においても、電気関連の事業者等、生活インフラ企業の協力を仰

ぎ、より多くの地域住民に対しての広報を行った。 

 

●成功のポイント・工夫点等 

 「ダメで元々」といった意識で、企業の広報窓口等に電話をかけ、協力を仰いだところ、

思った以上に協力に対して前向きに対応して頂けた 

 ケースによっては、消防本部の部長等から協力を仰いだことが、功を奏したケースもあった

 

●効果等 

 消防本部単体で動くより、より多くの周知を行うことができた 

 

 

 

③「購入後のアフターケア情報の広報」について 

義務化となった平成 20 年より、早くから購入した人に対する配慮の面から、アフターケアに関

する広報も開始した。住警器の取扱説明書等を参考に必要な情

報を検討し、チラシの内容を決定、配布を行った。 

 

●成功のポイント・工夫点等 

 早くから購入した人への配慮の観点から、維持管理等のア

フターケアに関する周知を行った 

 先進事例がない中、住警器の取扱説明書等を参考に、チ

ラシを作成した 

 

●効果等 

 今後発生するアフターケアの課題について、先手を打って動くことができた 
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の説明会（標準的な実施要領を局が作成配布）において、住警器の説明と共同購入説明会

を同一場所・同一時期に実施して、効率よく推進している。 

メディアとの連携については、日頃からのつながりの他に「地震防災アドバイザー」のチャネル等

を利用して、報道等に対する広報を積極的に行っている。 

 

（特徴的な取組） 

 展示会方式による共同購入説明会の実施 

 「地震防災アドバイザー」のチャネル等を利用した報道機関等に対する積極広報 

 

（その他の取組：意識や知識の普及に関する活動） 

 時期に応じた様々なチラシの作成と配布による日々の周知活動 

 住警器の補助金制度等についての紹介 

 

 

 

（２）消防本部（消防署）における特徴的な活動 

 

①「展示会方式による共同購入説明会の実施」について 

仙台市消防局では、多数の既存住宅への設置促進を図るた

めに、町内会における共同購入に重点を置き、各消防署が実施

する町内会等を通じた住警器についての説明会に併せて、共同

購入説明会を実施して、購入促進を効率よく推進している。 

このために、消防本部がきめ細かな標準的な実施要領「展示

会方式を活用した住警器説明会の実施例」を作成し、各署に

配布する形で、留意事項等も示している。各消防署は、本要領

で町内会への働きかけ等手順に沿って行えばよいようになってい

る。この取組の特徴は、消防本部による住警器の説明と、販売

業者による共同購入展示説明会を同一の場所で実施すること

で、具体的な共同購入に結びつけることにある。 

 

●成功のポイント・工夫点等 

 消防本部によって住民等に対しチラシ等により住警器の動機付けを行った後、住警器の

説明という形で、販売業者による共同購入展示説明会を同一場所で実施し、住民の

意識が高いうちに具体的な共同購入の話へとつなげた 

 「展示会方式を活用した住警器説明会の実施例」を作成して各消防署に配布し、きめ

細かな計画指導を行ったことにより、様々な町内会において、標準的な形での説明会等

が実施され、住民にとって地域格差が生じなかった 
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●成功のポイント・工夫点等 

 消防局と各消防署の双方からの参加者による委員会と作業部会の設置により、一方

的な指示・指導ではなく、施策遂行に対して一体感（各種アイデアの創出や現場におけ

る問題解決）をもって取り組むことができた 

 各署の普及活動のバランスをとるために「住宅用火災警報器設置普及体系」を明示し

た 

 作業部会が、様々な施策を打ち出しては、すぐに委員

会の事務局等による検証作業等を行い、積極的に具

体的な行動へとつなげたことで、様々な課題を乗り越え

て活動することができた 

 

●効果等 

 同委員会の設置により、住警器設置普及事業が、消

防局の当面の重要課題として位置付けられ、以後の活

動を容易にした 

 「住宅用火災警報器設置普及体系」の明示によって、

普及活動の柱が生まれた 

 

 

 

②「住宅防火モデル地区指定事業における集中的な対策の実施」について 

住警器義務化後の対策として、住宅防火の総合的な対策を検討する中で、住宅火災の

被害低減等と市民の防火意識の高揚を図るために、市内 10 地区に対し、住宅防火モデル地

区指定事業を開始した。 

同事業は、各消防署と自治会との緊密な連携（双方向のコミュニケーションによる消防の理

解）が必要との認識に立ち、署の管区の 1 地区を 1 年間モデル地区として指定することによっ

て、住警器の設置普及をはじめとした各種の防火対策を積極的に推進するものである。 

モデル地区に対して、消防から同地区の代表者への指定交付書を送付し、住宅防火に係

るアンケート（世帯対象で、やり方は任意）により同地区の弱みを確認し、1 年後における 2 つの

防火達成目標を数値設定（住警器は必須：設置率について現状値を踏まえた目標値）し、目

標実現に向けて対策をとって、年度末に検証する。この間、様々な防災等訓練、講話、救急

講習、消防車による広報活動とともに、住警器の普及啓発活動も実施する。また、この取組に

より、隣接区域への波及効果を期待している。 
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的な住警器の広報の他に、寸劇やさいたまのキャラクター（ヌウ）を活用した住警器の宣伝も実

施している。 

火災予防運動期間には、消防本部の職員が民生委員と一緒に高齢者宅への防火訪問し

た際に、チラシや啓蒙品（生活用品に住警器のシール表示等）の配布とともに、住警器の早期

設置についてお願いしている。さらに、テレビやラジオ放送機関に対し、住警器広報のお願いをし

て、スポット的に取り上げてもらう等の協力も得ることができた。 

 

 

②「住警器設置義務化 1 ヶ月前の強化月間の様々な取組活動」について 

設置義務化まであと 1 ヶ月の時期には、「強化月間」として、前項の取組活動に加え、タクシ

ー内の広告、テレビ（NHK ラジオ、TV さいたま、CATV）放送、大型店舗での店内放送、区役

所等における大型スクリーンでの表示、地域のフリーペーパーへの掲示等、予防課や作業部会

での様々なアイデアを実現していった。 

 

 

③『高齢者世帯に対する「住宅用火災警報器取付サポート制度」の実施』について 

高齢者等への住警器の助成金・交付金の活用が行えない中で、高齢者世帯に対しては、

「住宅用火災警報器取付サポート制度申請マニュアル」を作成し、

「住宅用火災警報器取付サポート制度」を開始した。 

本制度は、共同購入をいかにして貰うか、職員が協力できることは

ないかとの考えの中から生まれた。高齢者世帯での取付について、まず

は予防課員が検証した上で、住警器の購入は別途して貰うが、取付

については職員や消防団員が協力して実施することを自治会に話し

て、開始に踏み切った。 

同マニュアルには、申請書（記入例を含む）の他にサポート確認票が

あり、確認することとなっている。 

 

 

④『「住宅用火災警報器共同購入の手引き」の作成と自治会長等への紹介』について 

共同購入については、住民に対して市報等でアドバイスの周知を図るとともに、自治会長に

対して推奨（紹介）し、主体的な行動を促した。結果的には、共同購入世帯数は、約 1 万世

帯であり、市の 2％相当の設置率向上につながった。 

この際、一般向けの「住宅用火災警報器共同購入の手引き」及び『「住宅用火災警報器」

市内取扱業者一覧表（参考）』（共同購入の可否等も含む）を作成し、共同購入の説明は、

局職員が自治会連合会の役員会において行い、署職員が区会長に行う形で進め、要望によ

っては各自治会にも直接説明を行った。地域によっては、会長や役員等が積極的に動き、共

同購入をしたところもある。 
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（問合せの内容を受け、取組の後半に配布したチラシでは、奏功事例の内容を増やした） 

 

 

 

②「地区担当員制度による地域コミュニティとの連携」について 

市内の町内自治会のそれぞれについて、消防本部の職員の担当（地区担当員）を決め、共

同購入等の積極的な促進活動を実施した。多くの職員で割り振る担当制にすることで、通常

業務に大きな支障を及ぼすことなく、多くの自治会に対して働きかけを行うことが可能となった。 

 

●成功のポイント・工夫点等 

 数多く存在する自治会について、それぞれ担当の職員を割り振ることで、消防本部の職

員による直接的な働きかけを積極的に行うことができた 

 

●効果等 

 町内自治会への共同購入に関するサポートの他、高齢者宅等から対面による住宅防

火訪問指導を要望されることも多く、年によっては 1,000 件以上の訪問対応が求められ

たが、多くの職員が対応することで、それらの要望に応えることができた 

 

 

 

②「民生委員と連携した福祉事業の活用推進」について 

行政の保健福祉局が行っている、一部の世帯に対する日常生活用具給付事業によって、

住警器の購入費用が給付されるケースがあるものの、積極的に活用されていない状況であっ

た。そのため、民生委員と連携してチラシ等の配布を実施し、制度の周知徹底と、活用のため

の支援を行った。（民生委員には、給付事業の対象だけでなく、高齢者を中心とした世帯への

チラシ配布について協力を頂いた。） 

 

●成功のポイント・工夫点等 

 民生委員と連携してチラシ配布を行うことで、よりフォローが必要な高齢者世帯に対象を

絞ってチラシ配布を行うことができた 

 多くの役割を担っている民生委員の負担を最小限にするため、民生委員に依頼する業

務は、基本的に、チラシの配布のみとした 

（取組開始）
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（１）消防本部（消防署）における取組の概要 

 

八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部では、当初、ポスター、チラシ、広報誌等によっ

て普及促進活動を行っていたものの、効果が上がらなかったため、「もっと動きのある広報」へ方

針転換を実施。消防本部の職員による寸劇や、婦人防火クラブを巻き込んだ周知活動の徹

底的な展開を開始し、普及率向上へとつなげた。 

また、市町村の職員を対象にアンケートを実施して、職員からの意識喚起を図る活動や、あ

る程度普及が進んだのちには、消防団の協力のもと、全戸調査を実施して未設置世帯に個別

アプローチをするといった活動を続けている。 

 

（特徴的な取組） 

 消防本部職員の寸劇による周知活動 

 婦人防火クラブと連携した周知活動 

 

（その他の取組：意識や知識の普及に関する活動） 

 アンケート実施による意識喚起 

 消防団と連携した設置状況の全戸調査 

 

 

 

（２）消防本部（消防署）における特徴的な活動 

 

①「消防本部職員の寸劇による周知活動」について 

積極的な広報の手段として、八戸地域広域市町

村圏事務組合消防本部では、職員による寸劇を企

画。より多くの人に注目してもらうといった観点と、子

どもを巻き込んだ活動のほうが効果が上がるのではと

いう仮説から、「ダッシュ 119」という戦隊ものの内容に

決定し、任命された 3 人の職員が中心となって寸劇

を制作・上演した。 

準備においては、地元のホッケークラブで不要にな

った古い防具を譲り受けて活用する等、費用を抑え

る工夫も実施。最初は地元の大きな祭りである「八

戸三社大祭」で上演を行い、その後も地域でイベントがあるたびに交渉して上演の時間をとって

もらい、上演を続けていると、次第に引き合いも増加し、現在では年間 30 回以上の上演を行っ

ている。 

「ダッシュ 119」については、所轄地域内での認知度が非常に高く、また、認知度が高くなるに

つれ、住警器の普及率へとつながった。 
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●効果等 

 ある婦人防火クラブでは、消防本部より提供された情報を活用し、住警器の義務化に

関する情報をクラブ内の広報誌に何度も掲載して設置を呼び掛けていた等、情報が積

極的に活用されていた 

 花の種の配布は特に女性に評判がよく、多くの人の手にとってもらうことに成功した 

 

 

 

②「行政のネットワークを活用したチラシ等の配布」について 

チラシの配布においては、行政の広報誌配布のネットワーク

を活用することで、全戸に対し、何度も配布を行うことができ

た。なお、効果について、婦人防火クラブ員の方からは「1 回目

のチラシはほとんど見なかったりもするけれど、2 回目、3 回目と

目にすることで、徐々に意識が高まって、つけなければと思うよ

うになる」との声が聞かれた。 

また、チラシの内容については、義務化の平成 20 年までは

「義務化」を前面に押し出したものを配布し、それ以降は、命

を守る観点等からも必要性を訴える内容を加えて周知を続け

ている。 

 

●成功のポイント・工夫点等 

 効率的に複数回配布することで、徐々に、地域住民の意識の喚起を行った 

 平成 20 年の義務化までは、義務化になることを主軸にした広報を行ってきた 

 

●効果等 

 複数回配布することで、より多くの地域住民の意識喚起へとつながった 
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●成功のポイント・工夫点等 

 地域コミュニティの方が、住警器の普及促進活動を行いやすいように、しっかりとした知識

をつけてもらうための講習会を実施した 

 受講者には、認定証のバッチを配布し、個別訪問等の際により信頼してもらえるような工

夫も行った 

 

●効果等 

 地域コミュニティの方から、普及推進活動が進めやすくなった、積極的な声掛けにつなが

った等の感想が寄せられた 

 

 

 

②「消防署員による日々の周知活動」について 

消防署の職員によって、消防団、婦人防火クラブ、

自主防災組織等との日々のコミュニケーションが密に

行われており、一例としては防災訓練等に足を運んで

講評等を行う際に、住警器の義務化についても説明

するといった活動が行われている。また、講評の場で

は、地域内での細かい地域別の住警器普及率調査

の結果も共有され、特に低い結果だった地域について

は、活動促進のきっかけとなったといったケースもあっ

た。 

その他にも、義務化後には、近隣地域の奏功事例の周知も行う等、地域の意識向上の取

組を行っている。地域コミュニティの方からは、「消防署の方から直接声掛けされたことで、住警

器設置に関する口コミが広がるきっかけとなった」等、消防職員の直接的なコミュニケーションが、

取組の本気度につながっているといった意見が聞かれた。 

 

●成功のポイント・工夫点等 

 消防署の職員によって、日々のコミュニケーションが密に行われることによって、徐々に地

域住民の意識向上を図ってきた 

 近隣の他地域の普及率の共有が、地域の活動促進につながることがある 

 

●効果等 

 普及率の状況の共有により、ある地域では、共同購入等の取組に拍車がかかる等の効

果が見られた 
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（特徴的な取組） 

 地域コミュニティぐるみのイベントを開いて連携を強化 

 プレスリリースを積極的に行い多くの新聞掲載を実現 

 

（その他の取組：意識や知識の普及に関する活動） 

 住警器義務化ののぼりを背負って地域を巡回する等の日々の周知活動 

 県の絵画コンクールに住警器部門を設けて子どもの意識喚起を図る 

 アンケートによる未設置世帯の把握と効率的な戸別訪問の実施 

 

（その他の取組：共同購入に関する活動） 

 共同購入活動の普及推進へ向けた研修会の実施 

 

 

 

（２）消防本部（消防署）における特徴的な活動 

 

①「地域コミュニティぐるみのイベントを開いて連携を強化」について 

喜多方地方広域市町村圏組合喜多方消防本部では、

義務化まであと一年のタイミングで、初めて屋外での消防イベ

ント「消防フェスティバル 2010」を開催。これまで同フェスティバ

ルは、屋内で開催してきたが、規模を広げて地域コミュニティ

と協力して実施することで、連携を深めることにつながった。ま

た、屋外でのイベントにすることで、これまでフェスティバルに足

を運んでいなかった世帯の参加を促すことにつながり、1 日の

イベントで 2,000 人の集客が実現した。 

 

●成功のポイント・工夫点等 

 8 月末の開催に先立ち、4 月から消防本部の各部署

より数名ずつが参加する検討会を立ち上げ、アイデア

の練り込みや、準備・調整を行った 

 これまでの同フェスティバルは、屋内で実施し、寸劇や鼓笛隊による演奏等を行ってきた

が、子どもが出演する家庭等、参加者がどうしても限られてしまうといった課題もあったた

め、屋外のイベントを企画した 

 ミニ消防車の体験乗車等、子どもが喜ぶイベント、といった観点から、様々なブースを企

画した 

 イベントの実施にあたっては、配布するお餅や各ブースの運営等について、地域の消防団

や女性消防隊の協力を仰ぎ、協同して行った 
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●効果等 

 2,000 人の集客を実現、子ども連れの家庭が多数来場した 

 地域の消防団や女性消防隊からは、「こういうイベントだと、積極的に参加する気持ちが

湧く」等の意見が多く聞かれた 

 

 

 

②「プレスリリースを積極的に行い多くの新聞掲載を実現」について 

イベントの大小に関わらず、実施前には予告を、

実施後には写真を添付した結果のまとめを積極的

にプレスリリースし、多くの新聞掲載に至っている。ま

た、年に 1 度、記者等を招き、火災に関する統計と

ともに、1 年間に取り上げて頂いた記事のスクラップ

集を渡して感謝の意を表する等、メディアとの積極的

な関係構築に努めている。 

 

●成功のポイント・工夫点等 

 イベント等の実施前後に、積極的にプレスリリースを発信。特に実施後のリリースには、写

真も添付して発信を行っている 

 年に 1 度、記者等を招いた会合を開く等、プレスリリース以外の関係構築の場も積極的

に作っている 

 

●効果等 

 多数の新聞記事掲載（右図のスクラップブックに、100 件以上の記事の掲載結果） 

 写真を付けてリリースを行うことで、取材に来ていなくても、写真月の記事が掲載されるこ

ともある 

 特に、地方紙や、全国紙の地域欄に載ることで、「○○日の新聞に載っているのを見た

よ」と、地域住民から反響が寄せられることも多々あり、効果を感じている 
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（３）消防本部（消防署）におけるその他の活動 

 

①「住警器義務化ののぼりを背負って地域を巡回する等の日々の周知活動」について 

費用をかけず、地域住民との直接的なコミュニケーション

を図る方法として、のぼりを背負って地域を巡回する等の

周知活動を行っている。 

その際は、子どもが集まりやすいように風船等を用意す

る、女性消防隊と連携して声がけをする、といった、より目

にとまりやすい工夫を行っている。 

 

②「県の絵画コンクールに住警器部門を設けて子どもの意識喚起を図る」について 

例年、主に夏休み期間に募集される県の絵画コンクール（保育園、幼稚園、小学校、中学

校の生徒を対象）について、実施事務局に対して住警器部門の設置を依頼。子どもから意識

喚起を図ってきた。教育委員会を通じて実施し、昨年は 300 件以上の応募がある等、高い反

響を得た。 

受賞作はポスターになり、学校や地域の掲示板に貼られることから、特に受賞した子どもの地

域等では反響も大きかった。 

 

③「アンケートによる未設置世帯の把握と効率的な戸別訪問の実施」について 

未設置世帯の把握を正確に行わなければ、効果的な普及施策につながらないとの認識か

ら、アンケートの全戸配布を行い、設置状況の把握を行った。行政を介して自治会のネットワー

クを活用してアンケートを配布し、区長が回収する方法により、多くの家庭から提出されるように

工夫した結果、50％近くの回収率となった。 

このアンケートは、設置の有無のほか、氏名、住所を記入頂く内容となっており、未設置情報

をより正確に把握できるように工夫を行った。なお、個人情報の記入の是非については、当初数

件の問合せがあったが、主旨・目的を説明することでご理解頂き、大きなトラブルとなることはな

かった。 

アンケートにより把握した未設置情報は、地図上に記入して消防本部で把握し、戸別訪問

先を絞るために活用した。この際、消防団とともに戸別訪問を行うこともあったが、未設置情報

の閲覧・活用についてはあくまで消防本部留める等、個人情報の扱いには特段注意を払った。 

 

④「共同購入活動の普及推進へ向けた研修会の実施」について 

消防団や、婦人消防隊に向けては、共同購入に関する研修会を実施し、共同購入の実施

推進に努めた。研修会では、特に所轄内における奏功事例等、身近な話を取り入れるといった

点に気を配って実施した。 

また、日々、高齢者等とコミュニケーションを行っている民生委員の方を対象とした勉強会も

実施し、口コミでの住警器の認知率向上を視野に入れて活動を行った。 
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③「住宅用火災警報器維持管理マニュアル」の作成・配布と相談室の設置」について 

住警器の設置義務化の後においても、引き続き、未設置世帯への指導を行なうとともに、先

を見越した住警器の維持管理対策を考え、次の先進的な活動を実施している。 

 

（ⅰ） 「住宅用火災警報器維持管理マニュアル」の作成・配布 

  設置後の維持管理（正常な作動の確保）が必要との認識 

  の下、消防本部と婦人防火クラブとの協力により、見やすく 

  使いやすいように配慮した構成内容で作成し、定期的に 

  チェックできるようにと全戸に配布した。 

 

（ⅱ） 「住宅用火災警報器設置相談室」の設置 

  住警器について誰もが気軽に相談できる（設置後の維持 

  管理（アフターケア）等を配意した目的）ために設置した。 
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（特徴的な取組） 

 緊急雇用対策で雇用した職員の活躍による戸別訪問の実施 

 

（その他の取組：意識や知識の普及に関する活動） 

 民生委員への勉強会の実施 

 企業訪問の際の住警器普及の依頼 

 地域の事業者による広報の協力 

 

 

（２）消防本部（消防署）における特徴的な活動 

 

①「緊急雇用対策で雇用した職員の活躍による戸別訪問の実施」について 

戸別訪問の際に募る共同購入については、消防

本部が主体的に行うことはできないため、その地域の

婦人防火クラブが主体となって実施するものの事務

を代行しているといった形で、要望の取りまとめ・配

布・取付等を行った。 

戸別訪問をする際には、事前にその地区において

回覧を回して頂いたり、防災行政無線で回る日を広

報して頂いたりして、戸別訪問ができる限りスムーズ

に行われるような工夫が行われた。戸別訪問の際、

不在の時にはチラシや申込票等をポストに投函するといった対応を行い、多い日では 1 日 100

件以上の世帯について戸別訪問を実施した 

消防本部では、住警器の普及に関する取組のみを行う人員の確保を行うことが難しいため、

消防本部の予防課職員からは「緊急雇用の職員の方が、住警器普及に専属で動いてくださっ

たことで、今回の取組が実現できた」といった意見が聞かれた。 

 

●成功のポイント・工夫点等 

 緊急雇用の職員が、予防課職員の専属的な代理として、同消防本部の取組の要であ

る戸別訪問を積極的に推進した 

 多くのクラブ員が昼間は居ない等の背景から、実際に動くことが難しい婦人防火クラブの

代行として活動することで、共同購入をより積極的に推進することができた 

 

 

●効果等 

 平成 22 年度は 7,000 件程を戸別訪問し、警報器の配布・取付については 750 件以上

の対応を行い、住警器の普及に貢献した 
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②「マスコミに話題を提供し報道につなげた公報の実現」について 

市内の大きなスーパー等のレシートに「住宅用火災警報器

設置推進レシート」として住警器の記載を依頼、設置世帯に

対する「住宅用火災警報器設置推進シール」の配布、職員

の住宅を借りた実際の取付展示等を行った。また、職員宅の

展示等については、報道関係者に通知することによって、新

聞記事や放送での紹介へとつながった。 

 

●成功のポイント・工夫点等 

 報道による広報の重要性を認識し、マスコミ受けする

話題を積極的に提供することにより、報道記事として

取り上げて貰うことが可能となった。 

 

●効果等 

 単なるイベント広報に留めず、マスコミ報道されたことに

より、「住警器設置の義務化」等について、より多くの住民に周知することが可能となっ

た。 

 

 

 

③「小学生を対象とした普及活動」について 

「防災ひとづくり事業」という啓発事業の一環として、全

小学校等に「住警器設置推進ポスター」等を募集・表彰

し展示（全小学校の参加）することにより、家庭への波及

効果を図った。 

また、保育園児の見学や小学生の社会科授業、中学

生の職場体験での、消防署見学等時に、消防展示ととも

に、「住警器」の有効性の説明を追加している。 

 

●成功のポイント・工夫点等 

 過去 10 数年継続している「防災ひとづくり事業」の

推進活動の一環として取り組むことにより、スムーズ

に実施することができた。 

 

●効果等 

 小学生等の子供から、住警器の購入・設置の話題として、家庭への波及効果があり、

購入等に結びついたものもあると考えている。 
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